
要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

1
要求水
準書
（案）

5 第１ 3
要求水準の変

更

施工条件等により、開削工法から推進工法
に設計変更した場合も要求水準の変更に
当るのでしょうか。その場合の費用も変更さ
れるのでしょうか。

工法を含め評価の対象となりますが、提案
時から工法を変更する場合は、双方協議
の上、費用も含め変更が出来るものとしま
す。

2
要求水
準書
（案）

5 第1 3 ―
要求水準の変

更

要求水準の変更に伴い、費用が増減する
場合は、変更対象という理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

3
要求水
準書
（案）

6 第1 5 ― 整備対象施設

東石井地区天山橋区間における橋梁添架
区間については、電線共同溝（道路の付属
物）の位置付けでよろしいでしょうか。また、
既設橋梁への新設管路の添架は耐荷重等
の観点から不可能と想定しますが、そのよう
な場合、専用橋等の設置を想定しているの
でしょうか。

前段：電線共同溝の位置づけとなります。
後段：既設橋梁への新設管路の添架につ
いて、耐荷重の観点から問題ないと考えて
います。なお、検討資料を入札公告時に示
します。

4
要求水
準書
（案）

6 第1 5 ③ 整備対象施設

「③道路付属物（道路照明、道路信号、道
路標識）」 と記載がありますが、道路信号
は、交通管理者による整備対象施設と理解
しています。ここでは、設計業務を示してい
るのでしょうか。あるいは道路信号への引上
管が取り付く信号用桝が整備対象施設とい
うことでしょうか。ご教示願います。

要求水準書に記載のとおり、設計業務のみ
を対象としています。

5
要求水
準書
（案）

13 第1 1 (2)ア) 業務の条件

「設計業務の遂行にあたり、四国地方整備
局と協議のうえ進めるものとし、その内容に
ついてその都度書面（打合せ記録簿）に記
録し、相互に確認するものとする。」と記載
がありますが、これは一般の業務請負と同
様かと思われます。内閣府のホームページ
では、PFI事業の性格として「民間事業者の
自主性と創意工夫を尊重することにより、効
率的かつ効果的に実施すること。（効率性
原則）」とあり、事業者の裁量により、業務の
遂行ができるという理解でよろしいでしょう
か。

基本は事業者の発意の元、事業を進めて
頂くことになりますが、整備完了後に本施
設の所有権を国に移転することになること
から、四国地方整備局と協議することとして
おります。

6
要求水
準書
（案）

13 第2 1 (２) 業務の条件

予備設計図に示された参画条数に基づき、
事業の当初計画を策定し、詳細設計時点
で再度、電線共同溝利用者と調整を図り、
当初との差分は変更対象とする考え方でよ
ろしいでしょうか。

国と協議の上、変更対象となります。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

7
要求水
準書
（案）

13 第２ 1 (1) 一般事項

電線管理者とは、四国電力、ＮＴＴ西日本
の２社と理解して宜しいでしょうか。 電線管理者や地域住民等関係機関は、第

２設計業務 ４．設計業務に係る調整業務
（５）入線事業者等との電線共同溝の協議
に記載している入線事業者等と地域住民
等を想定しています。

8
要求水
準書
（案）

15 第2 1 (6)ア
設計図書の提

出

設計成果品としての数量計算書は提出が
必要でしょうか。当初契約には反映しないも
のであり詳細設計における数量計算書は契
約変更の根拠とならないため参考ではない
でしょうか。

数量計算書は設計業務の成果品として必
要です。

9
要求水
準書
（案）

16 第2 1 (8) 設計協議

「四国地方整備局と事業者は、常に密接な
連絡をとり、・・・・、相互に確認しなければな
らない。」 と記載がありますが、この記載で
は、通常の電線共同溝の設計業務請負と
同様かと思われます。内閣府のホームペー
ジでは、PFI事業の性格として「民間事業者
の自主性と創意工夫を尊重することにより、
効率的かつ効果的に実施すること。（効率
性原則）」とあり、事業者の裁量により、業務
の遂行ができるという理解でよろしいでしょう
か。

No.5の回答をご参照ください。

10
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (1)ア)
基本的な考え

方

「詳細設計は、予備設計成果である「H28年
度予備設計報告書」を基本とし、詳細設計
にて実施する試掘調査結果や事業者調整
会議等における要望事項などを反映させ実
施すること。」と記載がありますが、リスク分
担表番号28には「予備設計（参考）はあくま
で参考として貸与」とあります。詳細設計に
おいて、既存ストックの活用含め設計方針
（効率的かつ効果的を目的として）の変更等
が想定されますが、事業者の裁量で実施し
てよろしいでしょうか。またこの予備設計報
告書の扱い「参考」または「基本」どちらとし
て考えればよいか、ご教示願います。

「詳細設計は、予備設計成果である「H28
年度予備設計報告書」を参考とし、」に変
更します。

11
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (１)ウ）
基本的な考え

方

「官地に残存する電柱は、引込として必要
な電柱以外は全て撤去することを基本とす
る。」と記載がありますが、「引込として必要
な電柱」とはどのようなものを想定されている
のでしょうか。

事業区間の端末部での接続に必要となる
電柱を想定しています。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

12
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (２)イ）
設計条件の整

理

道路復旧について協議事項の記載がありま
すが、電線共同溝入線完了後の道路復旧
は、提案書作成時に一定条件が示されない
と、工事費用の算出が不可能と考えます。
道路復旧は、条件変更における費用の増
減が著しいことから、復旧範囲の条件等を
示していただけないでしょうか。または、条
件等の変更の場合は設計変更対象という理
解でよろしいでしょうか。

条件については、入札公告時に示します。

13
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (２)エ)
設計条件の整

理

既設占用物の支障移転について記載があ
りますが、支障移転が可能な限り発生しな
いように詳細設計を実施いたしますが、関
係機関等の設備記録図の不備等により、当
初計画から電線共同溝整備工程数量の増
加等が想定されます。工程数量の増加等に
伴う、費用の増加、工期の延伸および修正
設計等に係る費用については、変更対象と
いう理解でよろしいでしょうか。

工期の延伸については、双方協議の上、
変更が出来るものとします。また、費用につ
いては、No.6の回答をご参照ください。

14
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (２)オ)
設計条件の整

理

松山市上水道および下水道の布設替えの
計画について記載がありますが、上水道及
び下水道工事の工期はどの程度を想定さ
れているでしょうか。　PFI事業期間内での
実施のため、工事スケジュール等の計画お
よび管理費等の算出に必要と考えます。ま
た、電線共同溝施設の引き渡しまで4年と設
定されていますが、これには布設替え工事
の工期も含むという理解でよろしいでしょう
か。

前段：影響を及ぼさないことを想定していま
す。
後段：ご理解のとおりです。

15
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (２)オ)
設計条件の整

理

松山市上水道および下水道の布設替え工
事は、本事業内で土工実施を想定されてい
るのでしょうか。または、支障移転工事として
埋設物管理者単独での実施を計画されて
いるのでしょうか。

支障移転費用は本事業に含まれます。
ただし、支障移転の設計及び工事につい
ては、占用者で実施することとしています。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

16
要求水
準書
（案）

18 第2 3 (２)カ)
設計条件の整

理

「情報ボックス管路やNTT管路等の既存ス
トックの活用に関しては、・・・活用の適否を
確認し、関係機関と協議・調整を行なったう
えで詳細設計に反映すること。」と記載があ
りますが、予備設計成果では「情報ボック
ス」は新設特殊部と接続なしです（第2（3）1）
①イ）ウ）に関連します）。また、NTT管路は
東石井地区では橋梁添架区間に限定され
ていると判断できます。この考え方は詳細設
計で変更があり得るという理解でよろしいで
しょうか。さらに「NTTによる人孔等含めた既
存ストック調査により活用の適否を確認し、」
と記載がありますが、既存ストック調査およ
び譲渡契約手続きは、事業者が成り代わっ
て行うものでしょうか。

前段：ご理解のとおりです。
後段：、既存ストック調査は国交省からＮＴ
Ｔへの委託を予定、また、譲渡契約手続き
は国交省とＮＴＴにて実施予定と考えてい
ます。

17
要求水
準書
（案）

19 第2 3 (２)キ）
設計条件の整

理

「無電柱化整備の低コスト手法に基づき、導
入可能な手法について、四国地方整備局
及び関係機関との協議・調整を行いながら
詳細設計に反映し、コスト縮減を図ること。」
と記載がありますが、事業契約後に、低コス
ト手法を導入しコスト縮減を図った場合、計
画を変更した場合は、設計変更対象となる
のでしょうか。

コスト縮減の内容によりますが、国と事業者
の協議により、設計変更対象となる場合が
あります。

18
要求水
準書
（案）

19 第2 3
(３)１)①
イ)ウ)

共通
情報ＢＯＸ

情報ボックス管路を「道路管理者通信用管
路として活用すること。」と記載があります
が、新設する電線共同溝と情報ボックスとの
連系管路を設置するという理解でよろしい
でしょうか。また、電線共同溝利用者の参画
ケーブルは入線しない条件でしょうか。さら
に天山地区は、情報ボックス管路は整備済
みと記載がありますが、東石井地区はその
記載がありません。東石井地区の情報ボッ
クス管路は、予備設計では、天山地区と同
様に整備されています。両地区の違いにつ
いて、ご教示願います。

ご理解のとおりです。また、電線共同溝利
用者の参画ケーブルの入線の可否につい
ては詳細設計時の事業者調整会議により
調整予定とします。
東石井地区は記載漏れであり、天山地区
同様整備済みです。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

19
要求水
準書
（案）

19 第2 3
(３)１)①

エ)
共通

「小坂跨線橋区間の上空を横断している架
線の取扱いについては、四国地方整備局
及び占用者と協議し事業者が調整を行うこ
と。」と記載がありますが、第112（1）2)に「小
坂跨線橋区間は、すでに無電柱化がなされ
ているため、本事業の業務範囲から除外す
るものとする。」と記載がありますが、上空を
横断している架線の対応のみ本事業として
行うということでしょうか。また、この架線は撤
去することを前提に調整するのでしょうか。

上空を横断している架線のみ対象とし、撤
去を基本とします。

20
要求水
準書
（案）

19 第2 3 (３)２)
電線共同溝 特

殊部

「なお、地上機器は、トランスを照明柱に共
架するソフト地中化タイプを基本とするこ
と。」と記載がありますが、予備設計では通
常の地上機器の配置となっており、これをト
ランス柱に置き換えると、地上機器の増加
に繋がると思われます。結果として、費用の
増加となることと、ソフト地中化タイプの配置
計画は、電力事業者の検討結果を踏まえて
策定しないと実施困難と思われます。入札
等に際して費用算出どのように考えるべき
なのでしょうか。ご教示願います。

ソフト地中化タイプは地域の景観、隣接工
区との接続性を考慮した結果、今回工事の
仕様条件としています。
なお、条件については、入札公告時に示し
ます。

21
要求水
準書
（案）

19 第2 3 (３)１)② 電力系管路

「設計時にその協議内容を確認すること。」
と記載がありますが、事前に示していただけ
ないでしょうか。

閲覧資料「平成28年度 松山管内電線共同
溝設計業務」をご参照下さい。

22
要求水
準書
（案）

20 第2 3 (３)３)② 連系管

「連系管路の立上り位置調整と、四国地方
整備局以外の道路管理者の管理道路への
連系管に関する調整を行う。なお、連系管
を立上げる場合は、電柱所有者の了解を得
ることとする。」と記載があります。これは連
系設備に関する業務と思われますが、電線
共同溝利用者（電線管理者）が行うもので
はないでしょうか。

連携設備に関しても電線共同溝事業として
必要となるため、PFI事業者が電線共同溝
利用者に委託することとなります。

23
要求水
準書
（案）

20 第2 3
(４)１)①

ウ）
その他 照明施

設等 共通

トランスを照明柱に共架させることに伴う費
用増加は、電力事業者の負担となるので
しょうか。また、入札時においては標準構造
の照明柱の価格を入札価格という理解でよ
ろしいでしょうか。

前段：実施方針に関する質問No.32の回答
をご参照ください。
後段：入札公告時に示します。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

24
要求水
準書
（案）

20 第2 3
(４)１)②

ア）
その他 照明施
設等 道路照明

「東石井地区においては、既設歩道橋の照
明をLED照明に更新すること。」と記載があ
りますが、歩道橋についても、本事業の業
務範囲でしょうか。

電線共同溝整備に伴う照明柱のみ対象と
します。

25
要求水
準書
（案）

20 第2 4 （３）
支障物件等調
査及び移転協

議

設計業務に係る調整業務で行う業務の（3）
支障物件等調査及び移転協議は、全て事
業契約後の変更対象という理解でよろしい
でしょうか。要求水準書（案）の記載にもあり
ますように、詳細設計の段階で電線共同溝
の埋設位置を決定し、支障物件の抽出と移
転計画を立案することとなるため、調査に必
要な試験掘り箇所等の決定は、占用事業者
との移転協議結果によって増減すると考え
ます。

国と協議の上、変更対象となります。

26
要求水
準書
（案）

20 第2 4 （３）
支障物件等調
査及び移転協

議

支障物件等調査及び移転協議について
「なお、占用者等への協議は事前に協議内
容を四国地方整備局と協議した上で行うも
のとする。」 と記載がありますが、既設埋設
物の移設協議は、占用者等と再三の協議
が必要と思われ、その都度の「協議内容を
四国地方整備局と協議した上で行うもの」と
なると、機動性や即応性が損なわれると考
えます。　また、事前協議以外に要求される
適時報告・協議、結果事後報告等について
どのようにお考えかご教示願います。

事前協議も含め、必要に応じて国と協議を
しながら進めていくことを想定しています。

27
要求水
準書
（案）

21 第2 4 （４）
家屋調査、地
下水（井戸水）

調査等

本事業での掘削深さは最大で3～4ｍと想定
していますが、調査・設計において家屋調
査及び地下水（井戸水）の調査範囲が道路
端から40mとなっている根拠を示していただ
けないでしょうか。40m範囲を対象とすると、
膨大な軒数と費用増加が見込まれますがい
かがでしょうか。

要求水準書（案）のＰ２１の（４）の本文のう
ち「道路端から４０ｍの住民…」を「道路端
から本工事影響範囲と想定される住民…」
に修正します。

28
要求水
準書
（案）

21 第2 4 (4)
家屋調査、地
下水（井戸水）

調査等

「井戸の使用目的と使用量、水位を調査す
ることとし、」と記載がありますが、本事業に
関して使用量の調査は必要でしょうか。必
要であればどのような目的なのかご教示願
います。

事業損失補償の算定に必要となるためで
す。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

29
要求水
準書
（案）

21 第２ 4 (5)
入線業者等と
の電線共同溝

の協議

協議を行う入線業者等が挙げられています
が、追加・変更の可能性はあるのでしょう
か。

現時点では想定していません。

30
要求水
準書
（案）

21 第2 4 (6)
入線事業者等
と引込管及び
連系管の協議

設計に係る調整業務で行う業務の（6）入線
事業者等と引込管及び連系管の協議は、
「引込管と連系管に係る費用については、
四国地方整備局と協議して決定する。」とあ
りますが、全て本事業契約後の変更対象と
いう理解でよろしいでしょうか。その他、これ
に関連して下記項目について伺います。①
電線管理者への業務委託契約業務は当該
事業に含まれるのでしょうか。②引込管及び
連系管の設計～施工に要する費用（委託
費）は当該事業を経由して支払うのでしょう
か。

国と協議の上、変更対象となります。
契約及び支払いについては、引込管路・
連系管路が本事業に含む場合は、全て事
業者が行うことを想定しています。

31
要求水
準書
（案）

21 第2 4 （７）

道路照明、道
路標識、信号・
横断歩道等の

計画調整

設計に係る調整業務で行う業務の（7）道路
照明、道路標識、信号・横断歩道等の計画
調整について、「道路管理者及び交通管理
者と調整を行うものとする。」と記載がありま
すが、道路管理者と交通管理者との協議結
果を本事業の設計に反映するとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

32
要求水
準書
（案）

23 第3 1 （４） 現場代理人等

現場代理人・監理技術者について伺いま
す。本事業の施工期間は長期に亘ります
が、長期間特定者を専任させることが難し
いと思われます。病気・退職以外の都合で
の変更は可能でしょうか。

工事業務の期間中に設置、専任するもの
であり、原則は、変更出来ません。
但し、やむを得ない場合は国と協議の上、
変更可能とします。
（維持管理業務は除く）

33
要求水
準書
（案）

24 第3 1
(5)①
ウ）

事業者による
完成検査

「事業者による完成検査の報告終了後、完
成（引渡）検査日の45日前までに・・・」 と記
載がありますが、社内検査完了後45日必要
な理由をご教示願います。

「事業者による完成検査の報告終了後、速
やかに・・・」 に変更します。

34
要求水
準書
（案）

24 第3 1 （７） 中間技術検査

中間技術検査で確認した出来形部分につ
いては、完成検査時に既済部分の確認は
省略されるとの理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

35
要求水
準書
（案）

24 第3 1 (8) 打合せ
「打合せ」は、第1．14「関係機関協議会」以
外の随時の打合せと理解して宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

36
要求水
準書
（案）

25 第3 2 ―
既存支障施設
の移設・解体撤
去・復旧業務

「電線共同溝の建設に係る工事の施工に伴
い、工事において支障となる既設埋設
物・・」 という記載がありますが、これは、ガス
管、水道管、電力管、下水道管、情報ボック
ス等の埋設物を指しているという理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

37
要求水
準書
（案）

25 第3 2 ―
既存支障施設
の移設・解体撤
去・復旧業務

既設埋設物及び電線・電柱についての移
設補償費の考え方が事業方針、要求水準
書（案）に記載されておりませんが、入札公
告にて明示されるのでしょうか。また、既設
埋設物の移設補償費については本事業と
は別途、四国地方整備局と占用事業者間
で契約されるとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）p.25及び資料4第29条に
記載のとおり、既設埋設物及び電柱・電線
についての移設補償費は、本事業に含ま
れます。

38
要求水
準書
（案）

25 第3 3 ― 工事監理業務

直轄工事において段階確認、記録写真立
会など、国の職員等が現場確認を実施され
ている業務がありますが、本事業ではこれら
現地での立会・確認業務を工事施工を行う
工事企業が代行できるか、または工事監理
企業が代行できるか、事業者の判断に委ね
られるのかご教示ください。

基準等は土木工事共通仕様書によるもの
とし、段階確認等は事業者の判断によるも
のとします。

39
要求水
準書
（案）

25 第3 5 (２)
工事期間にお
ける規制箇所

等

占用調整会議は、占用企業者の入溝希
望、条数などの調整を今まで国で行われて
きていますが、本事業に関してもこの部分の
調整は貴局にて行われると理解して宜しい
でしょうか。

第３工事業務 ５．工事業務に係る調整業
務に記載しているとおり、四国地方整備局
と協議・連携の上、事業者が主体的に業務
を実施するものとします。

40
要求水
準書
（案）

26 第3 5 (3)
隣接家屋・店舗
等との出入口

調整

「歩道の民地側への擦り付けに関する費用
は、四国地方整備局が負担する」とあります
が、提案価格に含めないで、出来高清算す
るということでしょうか。

入札公告時に示します。

41
要求水
準書
（案）

27 第4 1 （3）2）
業務従事者の

要件等

2）業務従事者の要件等に「事業者は、業務
従事者には必要な業務遂行能力及び資格
を有する者をあて」と記載されていますが、
業務従事者に必要な能力及び資格につい
てご教示ください。

具体的に想定しているものはありません。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

42
要求水
準書
（案）

30 第4 2 （1） 一般事項

「補修及び対応に関する費用負担について
は四国地方整備局と協議すること。」 と記載
がありますが、これは事業契約後の変更対
象という理解でよろしいでしょうか。 国と協議の上、変更対象となります。

43
要求水
準書
（案）

31 第4 2 （2）イ） 要求水準

「日常点検は、特殊部の鉄蓋を車上からの
目視点検を2日に1回程度実施すること。」と
記載がありますが、点検周期が短いように思
われます。点検周期の考え方をご教示くだ
さい。

平成２９年度　道路維持管理基準（案）より
定めています。

44
要求水
準書
（案）

31 第4 2 （2）ウ） 要求水準

「特殊部については5年に1回内部を点検す
ること」と記載がありますが、【省令】道路法
施工規則第4条の5の2一項に定めるトンネ
ル等の点検の考え方に拠るものでしょうか。 ご理解のとおりです。

45
要求水
準書
（案）

32 第4 4 ―
維持管理業務
に係る調整業

務

本事業で構築した電線共同溝の維持管理
段階で第三者の工事等が近接して施工す
る場合、本事業にて立会確認等を実施する
との理解でよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

46
要求水
準書
（案）

― ― ― ― 全般

舗装復旧範囲の明示がありませんが、舗装
本復旧は入札公告にて明示されるのでしょ
うか。

入札公告時に示します。

47
要求水
準書
（案）

16
24
30

― ― ―
設計協議工事
打合せ維持管

理打合せ

各業務にわたり事前に書面で相互に確認し
進めるものとあります。これは通常の業務請
負、工事請負と同じように見受けられます
が、総務省ＰＦＩガイドライン「管理者等は、
選定事業者に対する関与を必要最小限の
ものにすることに配慮しつつ、適正な公共
サービスの提供を担保するため、選定事業
者から、定期的にＰＦＩ事業契約の義務履行
に係る事業の実施状況報告の提出を求め
ることができる。」に沿ったものでしょうか。

ご理解のとおりです。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

48
要求水
準書
（案）

資料4 第2条 1-1-4
通信等設備事
故防止計画に

ついて

ニ）情報ボックス（電線共同溝、道路管理用
ファイバーケーブル）の近接工事とのことで
すが、情報ボックスの占用業者は誰になりま
すか。

情報ボックスの所有者は国土交通省で、占用者
は、東石井地区が3者（NTTドコモ、KDDI、愛媛
CATV）、天山地区が4者（NTTドコモ、KDDI、
愛媛CATV、STNet）です。

49
要求水
準書
（案）

資料4 第2条 1-1-4
地元企業等活
用計画につい

て

ヘ）地元企業等の定義について、ご教示い
ただけないでしょうか。また地元企業の活用
は、提案の審査対象となるのでしょうか。

「ヘ）事業者は、提案書において提案した
地元企業等活用計画について、・・・」を削
除します。

50 資料4 第2条 ― ―
3編1-1-6監督
職員による確
認及び立会等

ＰＦＩ事業でも監督強化対象工事になります
でしょうか。 監督強化対象工事に該当しないため、該

当部分を削除します。

51 資料4 第10条 2 ―
交通整理及び

安全管理

「必要と認められる経費については、変更契
約できるものとする。」 と記載されています
が、必要な経費とはどのようなものを指すの
でしょうか。

道路使用許可条件等により通常より過大な
設備が必要となった場合の規制費用増加
分、工事状況により特別な安全設備が必
要となる場合等を想定しています。

52 資料4 第17条 ― ―
建設発生土の

搬出

「必要と認められる経費については、変更契
約できるものとする。」 と記載されています
が、必要な経費とはどのようなものを指すの
でしょうか。

掘削中水が出たことにより普通残土処分で
なく産廃処分となった場合や残土運搬可
能な状態とするため必要となった処置に要
した費用、処理水を下水道へ流すための
設備や諸手続費用等を想定しています。

53 資料4
第10条
第17条
第25条

― ― ―

交通誘導員数や工期の明示等、一般的な
請負工事の特記仕様書に示される契約条
件になっています。 ご意見として承ります。

54 資料4

第10条
第12条
第17条
第23条
第26～
30条第
34～38
条第42
条第44
条等

― ― ―

「必要と認められる経費については、変更契
約できるものとする」と記載されています。詳
細設計後でなければ数量が確定できませ
んが、当初契約からどのような変更があった
場合に変更対象とされるのでしょうか。 要求水準書（案）資料4に記載のとおりで

す。
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要求水準書（案）に関する質問と回答

No. 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問内容 回答

55 資料4 第25条 ― ― 工期の休日

「工期には雨天・休日等604日を見込んでい
る。」と記載されていますが、これは積算上
の考え方の目安でしょうか、もしくは契約書
として拘束するものでしょうか。

積算上の目安です。

56 資料4 全般 ― ― ―

「国の監督職員の確認」という文字が多数あ
ります。ＰＦＩの場合工事監理企業が監督業
務を行うものと理解しており、直轄工事の流
れとは異なると考えます。国の監督職員を
工事監理企業で指定された職員と読み替
えてよろしいでしょうか。

国の監督職員は事業者側の工事監理者と
は別に配置します。

57 資料8 ― ―
道路仮復旧及
び本復旧舗装

構成図

車道部及び支道部（本復旧）断面に「※支
道部は仮復旧を行わず、本復旧のみとす
る。」と記載されています。支道部も仮復旧
による自然転圧期間は必要と考えますがい
かがでしょうか。また、支道部の本復旧段階
の影響部等の考え方をご教示願います。

前段：支道部に関しては通常交通量が少
ないため、これまでの施工実績から本復旧
のみとしても問題無いと判断しました。
後段：事業者の提案によりますが、施工に
より影響する範囲と考えています。
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